
明
治
時
代
か
ら
今
日
ま
で
約
１
４
０
年
間
、

日
本
の
成
年
年
齢
は
20
歳
と
民
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
民
法
が
改
正
さ
れ
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
、

成
年
年
齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
に
変
わ
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
大
崎
町
成
人
式
の
対
象
年
齢
や
、

成
年
年
齢
の
引
下
げ
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
、

気
を
付
け
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

成
年
年
齢
が

18
歳
に
引
下
げ

18歳から
大人に
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